
よ く あ る 質 問 と 答 え  

 

Ｑ １  秩 父 市 職 員 の 人 数 と 平 均 年 齢 は ？  

Ａ   秩 父 市 役 所 に は 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 、７ １ ５ 人（ 会 計 年 度 任 用 職 員 、短 時

間 勤 務 の 職 員 を 除 く 。） の 職 員 が い ま す 。 こ の う ち 、 女 性 は 、 ３ ３ １ 人 で 、 全 体

の ４ ６ .３ ％ で す 。 ま た 、 職 員 の 平 均 年 齢 は 、 ４ ０ .８ 歳 で す  

 

Ｑ ２  秩 父 市 職 員 の 市 内 ・ 市 外 在 住 者 の 比 率 は ？  

Ａ   令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 現 在 、 ７ １ ５ 人 の 職 員 の う ち 、 秩 父 市 内 在 住 者 は ５ ７ １ 人 で 、

全 体 の ７ ９ .９ ％ で す 。  

 

Ｑ ３  新 規 採 用 職 員 の 採 用 後 の 配 属 先 は ？  

Ａ   令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 採 用 の 新 規 採 用 職 員 （ 一 般 事 務 ） の 配 属 先 は 、 危 機 管 理 課 、 管

財 課 、 市 民 税 課 、 納 税 課 、 契 約 課 、 市 民 課 、 市 民 生 活 課 、 高 齢 者 介 護 課 、 保 育 こ ど

も 課 、環 境 課 、下 水 道 課 、吉 田 総 合 支 所 市 民 福 祉 課 、荒 川 総 合 支 所 市 民 福 祉 課 で す 。 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 採 用 の 新 規 採 用 職 員 （ 一 般 事 務 ） の 配 属 先 は 、 市 民 税 課 、 資 産

税 課 、 納 税 課 、 市 民 課 、 市 民 ス ポ ー ツ 課 、 社 会 福 祉 課 、 障 が い 者 福 祉 課 、 高 齢 者 介

護 課 、 保 育 こ ど も 課 、 保 険 年 金 課 、 環 境 課 、 下 水 道 セ ン タ ー 、 先 端 技 術 推 進 課 、 観

光 課 、 道 路 管 理 課 、 ま ち づ く り 公 園 課 、 荒 川 総 合 支 所 地 域 振 興 課 、 会 計 課 で す 。  

 

Ｑ ４  異 動 の 周 期 は ？  

Ａ   お お む ね ３ 年 ～ ５ 年 程 度 で す 。  

 

Ｑ ５  昇 任 試 験 は ？  

Ａ   主 査 級 （ 係 長 ） 昇 任 試 験 を 行 っ て い ま す 。  

 

Ｑ ６  休 暇 制 度 は ？  

Ａ   年 次 有 給 休 暇 は 、２ ０ 日（ 毎 年 １ 月 １ 日 付 与 、４ 月 １ 日 採 用 の 場 合 １ ５ 日 ）で す 。

令 和 ５ 年 中 の 秩 父 市 職 員 の 年 次 有 給 休 暇 の 平 均 取 得 日 数 は 、 １ ３ .８ 日 で す 。  

こ の ほ か に 病 気 休 暇 や さ ま ざ ま な 特 別 休 暇 が あ り ま す 。 具 体 的 な 特 別 休 暇 で は 、

夏 季 休 暇 （ ６ 月 か ら １ ０ 月 ま で の 間 に ８ 日 ） が あ り ま す 。  

 



Ｑ ７  育 児 休 業 等 の 取 得 状 況 は ？  

Ａ   令 和 ５ 年 度 の 取 得 状 況 は 、 次 の と お り で す 。  

（ 表 中 の カ ッ コ 内 の 人 数 は 、令 和 ５ 年 度 中 に 新 た に 休 業 制 度 を 取 得 し た 者 の 人 数 で す 。）  

※ 育 児 休 業 と は 、 ３ 歳 に 満 た な い 子 を 養 育 す る 場 合 に 取 得 で き る 制 度 で す 。  

※ 部 分 休 業 と は 、 小 学 校 就 学 前 の 子 を 養 育 す る 場 合 に 勤 務 時 間 の 始 め と 終 わ り に 合 計

で ２ 時 間 の 範 囲 で 取 得 で き る 制 度 で す 。  

※ 子 育 て 時 間 と は 、 小 学 校 就 学 後 か ら 卒 業 前 ま で の 子 を 養 育 す る 場 合 に 勤 務 時 間 の 始

め と 終 わ り に 合 計 で ２ 時 間 の 範 囲 で 取 得 で き る 秩 父 市 役 所 独 自 の 制 度 で す 。  

 

Ｑ ８  採 用 予 定 数 は 、 増 え る 可 能 性 が あ る の か ？  

Ａ   現 在 の 採 用 予 定 数 は 、 募 集 案 内 を 作 成 し た 時 点 で 予 想 さ れ る 欠 員 状 況 に よ っ て 決

定 し て い ま す 。 そ の た め 、 最 終 合 格 者 が 決 ま る ま で に 新 た に 欠 員 が 生 じ た 場 合 は 増

え る 可 能 性 が あ り ま す 。  

    た だ し 、 合 格 基 準 に 達 し た 受 験 生 が い な い 場 合 、 最 終 合 格 者 数 が 採 用 予 定 数 を 下

回 る 場 合 が あ り ま す 。  

 

Ｑ ９  昨 年 度 の 最 終 合 格 者 の 男 女 比 は ？  

Ａ   令 和 ５ 年 度 （ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 採 用 ） の 最 終 合 格 者 ２ １ 人 中 、 男 性 が １ １ 人 、 女

性 が １ ０ 人 で す 。  

 

Ｑ １ ０  他 市 町 村 出 身 者 は 、 不 利 に な ら な い の か ？  

Ａ   不 利 に な り ま せ ん 。令 和 ５ 年 度（ 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 採 用 ）の 最 終 合 格 者 ２ １ 人 中 、

市 内 の 方 が １ ０ 人 、 市 外 の 方 が １ １ 人 で す 。  

 

 育 児 休 業 部 分 休 業 子 育 て 時 間

 男 性 職 員 １ 人 （ １ 人 ） ０ 人 （ ０ 人 ） ０ 人 （ ０ 人 ）

 女 性 職 員 ３ ２ 人 （ １ ８ 人 ） ２ ０ 人 （ １ ０ 人 ） ２ 人 （ ２ 人 ）


